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平成２７年度の新規事業

【建設部】

評価の総括

【評価について（現状と課題）】
　建設部の業務計画に位置付けた事業では、２８事業のうち２３事業でＡ評価としていることから全体
として概ね順調と考えています。しかし、３事業でＢ評価、２事業でＣ評価があります。評価の内容
は、道路建設課の「市道０１０９号線(鶴嶺通り)歩道整備事業」「上赤羽根堤線道路改良事業」「高田
萩園線道路改良事業」が、工事の入札不調や補償物件の除却などに時間を要し繰越となったことから、
Ｂ評価としました。
　道路管理課の「市道０２１０号線(梅田通り)道路整備事業」及び道路建設課の「新国道線街路整備事
業」については、用地交渉に時間を要し、結果として用地買収には至りませんでしたが、今後も交渉を
継続することからＣ評価としました。また、道路管理課の「市道７２６３号線道路整備事業」について
は、本件とは関連性の無い別件の問題により用地交渉を進められない状態のため、Ｄ評価としました。
これらの３つの事業については、引き続き粘り強く用地交渉に臨む必要があると考えています。
　公園緑地課「(仮称)南湖四丁目、中海岸三丁目地内公園整備事業」については、旧西浜駐車場跡地の
土地利用と一体的に整備を検討することになり、当初予定していた詳細設計を保留したため、Ｂ評価と
しました。

【今後の方向性】
　順調に進捗している事業については、引き続き進めてまいります。
　各事業の今後の方向性についての特記事項として、道路建設課で策定した幹線道路の維持保全計画に
基づき、舗装等の補修時期に合わせて歩行空間、自転車ネットワーク、電線類地中化等を進めるもの
で、より効果的・効率的に事業推進するために、道路管理課を主管課として庁内関係部署との連携を進
めます。
　公民連携推進の観点から、道路管理課の「狭あい道路整備事業」及び建築課の「市営住宅の補修」
で、民間の持つノウハウ、専門知識、技術等を活用する提案型民間活用制度を使い事業の推進を図りま
す。また、公園緑地課の「柳島キャンプ場管理運営事業」で、管理運営を平成２８年度から行政提案型
の協働事業で行うための準備を進めます。「公園愛護会制度」で、地域の方々により自主的に草刈り等
を行っていただく公園愛護会の活動団体を増やしていきます。
　建設総務課の「地籍調査事業」は、平成２７年度が緊急重点区域官民境界等先行調査事業の初年度で
あり、円滑な事業推進に努めます。
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Ｂ評価の主な事業（業務棚卸しにおける事務事業全体の決算額が１００万円以上）

Ｃ評価の主な事業

Ｄ評価の事業

Ｅ評価の事業

Ｚ評価の事業

縮小

休・廃止に向けて検討

休・廃止

終了

幹線道路維持保全計画策定事業
寺尾橋橋りょう整備事業
茶室・書院管理運営事業

道路建設課
道路建設課
公園緑地課

国有財産の譲与申請 建設総務課

事業の方向性の内訳

Ａ評価以外の事業の内訳

市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業
高田萩園線道路改良事業
上赤羽根堤線道路改良事業

道路建設課
道路建設課
道路建設課

市道０２１０号線（梅田通り）整備事業
新国道線街路整備事業

道路管理課
道路建設課

市道７２６３号線道路整備事業 道路管理課



建設部各課における課題の整理と事業手法の検討
　※各課においてB～Z評価とした事業及びA評価の中で課題のある事業を掲載。
建設総務課

道路管理課

道路建設課

行谷芹沢線道路改良事業 Ｂ

用地買収できなかった場合においても、部分的な暫定整備を行う
ことで供用できるよう検討を加えたことにより、事業進捗につい
て今後成果が見込めることとなりましたが、開通時の暫定整備箇
所の安全対策について、所轄警察署と調整が必要です。

新国道線街路整備事業 Ｃ
今後も継続的に用地交渉に臨み、地権者との合意点を模索するこ
とが必要です。

事業手法の検討（広域連携及び公民連携の視点）
【公民連携の視点】
狭あい道路整備事業については、効果的な事業実施手法として、提案型民間活用制度の導入について検
討及び準備を行い、２７年度より実施します。

事業名
26年度の取組
に対する評価 事業の課題

市道０１０９号線（鶴嶺
通り）歩道整備事業

Ｂ

今後も継続的に用地買収を進めて行きますが、家屋補償を必要と
する場合には、補償調査や合意を得るまでに時間を要することも
あり、補償調査を前年度に前倒して行うなどの手法の検討が必要
です。

市道４２２０・４２０１
号線（大山街道）整備事
業

Ｂ
自治会役員との協議を引き続き進め、歩車道の段差解消に伴う、
隣接敷地の出入り口等の高さ調整に対する地権者との合意形成を
図る必要があります。

茅ヶ崎駅南口駅前広場改
修事業

Ａ

バリアフリー基本構想及び公共サインガイドラインを考慮し、交
通安全性を高めた、駅前広場のレイアウト変更を含む改修工事
を、関係機関と十分な協議・調整を行いながら実施する必要があ
ります。

市道７２６３号線道路整
備事業

Ｄ
本事業とは関連性のない別件の事項により、交渉が進められない
状態であり、用地交渉の再開に向け、別件の問題を早期に解決す
る必要があります。

市道０２１０号線（梅田
通り）整備事業

Ｃ
　繰越分の不動産鑑定・補償調査委託については５月までに完了
済です。用地買収については交渉が難航しており、合意形成が得
られるよう継続して交渉する必要があります。

事業手法の検討（広域連携及び公民連携の視点）
【公民連携の視点】
道路の寄附、道水路交換、付替え及び払下げについては、事務処理の一部を民間活力を利用することで業務の速度
を速めることが出来ています。

事業名
26年度の取組
に対する評価 事業の課題

道路の寄附、道水路交
換、付替え及び払下げ

Ａ

　現地調査や権利関係の調査は、民間活力を活用することでス
ピード化は図れるものの、払下げ可能か否かの最終判断は道水路
管理者が直接現地に出向き、現況を把握したうえで判断すること
に時間を要します。

地籍調査事業 Ａ

地籍調査事業の最終的な目的である「地籍」を明確にするために
は一筆地調査の実施が必至です。今回策定した１０ヶ年計画を実
施する中で進捗状況を見ながら、一筆地調査の開始時期の検討を
進める必要があります。

道水路の境界確定及び境
界確定図等の交付

Ａ

世界測地系で測量を行い境界確定図を作成した箇所における境界
復元の申請者負担の選択制について、導入後、申請者負担による
復元に係る完了報告の遅延や未提出による事務の増加が懸念され
ます。

事業名
26年度の取組
に対する評価 事業の課題

国有財産の譲与申請 ｚ 申請なし



公園緑地課

建築課

事業手法の検討（広域連携及び公民連携の視点）
【公民連携の視点】
事業Ｎｏ．１２ 市営住宅の補修事業は、、平成２６年度に民間のノウハウを活用し迅速な補修作業がで
きるよう提案型民間活用制度を検討し、平成２７年４月より導入しました。

事業手法の検討（広域連携及び公民連携の視点）
【広域連携の視点】
さがみ縦貫道路・藤沢大磯線整備に伴う関連事業については、（仮称）河童徳利ひろば整備計画が寒川
町と行政堺を跨ぐため、広域連携による整備の協議、調整を行っています。

【公民連携の視点】
市営プール管理運営事業については、平成２７年度より指定管理者制度を導入し、サービスの向上や管
理に係る経費の縮減などに効果がありました。
みどりの里親制度については、平成２６年度９月より公園愛護会制度を立ち上げ、公園愛護会に登録し
た団体の市民協働による公園の清掃、除草等により、市の公園管理かかる費用の削減のみだけでなく、
地域の見守りによる安心、安全の確保が図れました。

事業名
26年度の取組
に対する評価 事業の課題

市営住宅の整備（市営住
宅建替）

Ａ

①管理方法については、福祉関係各課を通し各団体との調整を
行っていますが、各団体の活動時間に合わせた管理運営体制の決
定が必要です。
②建設について、基本設計より時間が経過しているため、説明会
等を行い、周辺住民の意見なども検討し、周知を図る事が必要で
す。
③入居者の意向調査を参考に移転計画を検討していくことが必要
です。

（仮称）南湖四丁目、中
海岸三丁目地内公園整備
事業

Ｂ

南湖四丁目公園整備事業（グランドプランＤ地区）については、
西浜駐車場跡地の土地利用の詳細が決定したら事業を進めます。
中海岸三丁目地内公園整備事業（グランドプランＣ地区）につい
ても、神奈川県との調整に時間を要していますが、実施に向け、
継続して協議を進めていく必要があります。

中央公園再整備事業 Ａ
管理棟改修等にかかる国庫補助金の確保について、国の財政事情
から調整中であり、当面の配分が困難な状況が想定されます。

事業手法の検討（広域連携及び公民連携の視点）
【広域連携の視点】
 広域連携に関して、取り組むことのできる内容はありませんでした。

【公民連携の視点】
 専門的知識を要する工事や夜間工事の場合は、民間委託を利用することで、残業時間の短縮等、人件費
の削減を進めると共に、民間の専門的知識やノウハウの利活用を図るなど、人材育成にも寄与しまし
た

事業名
26年度の取組
に対する評価 事業の課題

高田萩園線道路改良事業 Ｂ

地域の意向により、路線決定が速やかに行われたことから、９月
補正予算により前倒して詳細設計を行った実情がありますが、県
警協議には日数を要するため、県警協議事項の検討を速やかに進
める必要があります。

上赤羽根堤線道路改良事
業

Ｂ

今後も継続的に用地買収を進めて行きますが、家屋補償を必要と
する場合には、補償調査や合意を得るまでに時間を要することも
あり、補償調査を前年度に前倒して行うなどの手法の検討が必要
です。


